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一生療
りょう

養
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所
しょ

から出て暮らすことができない。

死んでも故郷の墓
はか

に埋
まい

葬
そう

してもらえない。

　皆さんと同じ人間なのに、こんなあたりまえのこと
ができない人たちがいます。“ハンセン病”という病
気の人たちです。あやまった国の政策などによって、
長い間多くの偏

へん

見
けん

と差別に苦しんできました。今まで
間違えて伝えられてきた病気、そしてその実態が、よ
うやく正しく伝えられるようになりました。
　わたしたちにできること『それは、ハンセン病につ
いて、正しい知識と理解を持つこと』これが差別や偏

へん

見
けん

をなくす第一歩です。このリーフレットをきっかけ
に、一人でも多くの人たちにハンセン病のことを正し
く知ってほしいと思います。
　ハンセン病も、同和問題とおなじく人権にかかわる
問題であり、過去の問題ではなく、今現在のわたした
ちの心の問題です。

出典  厚生労働省「わたしたちにできること」

ハンセン病元患者の生の声から

Ｑ  患者作業はどうでしたか？
　「患者作業はすごかったよ。ほぼ半強制みたいなもの
やったからな。園の中の事全部、看護婦さんの代わりもし
よったくらい、ひどい時は病棟で注射打ちよった。自分た
ちも20年くらいはズーとそれこそ、炊事場の食缶洗いか
ら、ごみ集めから。自分が来た時には便所上げまでしよっ
たんやから。それはね、病気が治るやいう問題じゃないの
よ。」（匿名）

Ｑ  ご結婚されていたそうですね。
　「お見合いのようなことまではしなくても、園内の人間
なら顔をあわせているから、斡

あっ

旋
せん

をしてもらった結婚とい
うべきだろう。結婚はできても子どもは生めなかった。園
の方針、国の方針ということで抹

まっ

殺
さつ

された。生まれても療
りょう

養
よう

所
しょ

の中でそだてることもできないし、病気の親が面倒を
見ると病気がうつると言われていた。」（男性）

Ｑ  差別、偏
へん

見
けん

をなくすためには？
　「ハンセンももう先が見えてきた。おらんからな。だか
ら若い子がこの病気の事も知っとってほしいと思います。
こうやって皆が苦労した歴史があるいう事を。今まで、差
別、偏

へん

見
けん

されて、それこそ100年近い歴史があるでしょ
う。ハンセン病いうのは差別、偏

へん

見
けん

の典型的なもんやか
らな。こういう病気の人がおったということ、辛い歴史が
あったということ、悲しい歴史があったということを若い
子に知って欲しいわな。」（女性）



ハンセン病ってどんな病気？

　ハンセン病は、ノルウェーのハンセン医師が発見した
「らい菌

きん

」という細
さい

菌
きん

による感
かん

染
せん

症
しょう

で、かつては「らい
病」と呼ばれました。体の末

まっ

梢
しょう

神
しん

経
けい

が麻
ま

痺
ひ

したり、皮
ひ

膚
ふ

が
ただれたような状態になったりするのが特徴です。病気が
進むと容姿や手足が変形することから、不

ふ

治
ち

の病
やまい

であるな
ど誤

あやま

った認
にん

識
しき

がなされ、患者は差別の対象になりやすかっ
たのです。治療は、一

いっ

般
ぱん

医
い

療
りょう

機
き

関
かん

で健康保険を適用して受
診でき、一般的には外来通院で治ります。

● 遺
い

伝
でん

病
びょう

ではありません。
● 感

かん

染
せん

力
りょく

の極
きわ

めて弱い細
さい

菌
きん

による病気で、日常生活で
感
かん

染
せん

する可能性はほとんどありません。
● すぐれた治療薬、化

か

学
がく

療
りょう

法
ほう

により治ります。
● 早期に発見し、適切に治療すれば、確実に治りま
す。身体に障害が残ることはありません。

● 感
かん

染
せん

源
げん

になるものは、日本においてほとんどありま
せん。身体の変形は、有効な治療薬が発見される以
前に発病した後

こう

遺
い

症
しょう

によるものです。

出典  厚生労働省「わたしたちにできること」

歴史から学ぶハンセン病

　ハンセン病は、適切な治療法が発見されていなかったり、
原因や感

かん

染
せん

経
けい

路
ろ

が分からなかったりしたこともあり「怖い病
気」として考えられていました。古くは「日本書紀」や「今
昔物語集」にもその記述があります。
　日本では明治の終わりまで、ハンセン病が遺伝や不治
の病であるとの迷信や偏

へん

見
けん

がもととなり、患者は世間から
ひっそりと隠れて暮らさなければならず、家族への迷惑を
心配し、放浪の旅に出る人もたくさんいました。
　1943（昭和18）年、アメリカで特効薬プロミンが開
発され、不治の病ではなくなりました。しかし、ハンセン
病に対する差別意識は根強く、日本では公立の療

りょう

養
よう

所
しょ

に強
きょう

制
せい

的
てき

に隔
かく

離
り

して治療したことも手伝って、その後も社会か
ら疎

そ

外
がい

される状態が続きました。
　1953（昭和28）年、患者たちの猛反対を押し切って
成立した「らい予防法」は、患者の療

りょう

養
よう

所
しょ

への強
きょう

制
せい

入
にゅう

所
しょ

や
従業の禁止を規定していました。それにより患者はもとよ
り、その家族も結婚や就職をこばまれるなど、偏

へん

見
けん

や差別
がいっそう助長されました。
　1996（平成８）年、ようやく｢らい予防法」は廃

はい

止
し

さ
れましたが、入所者の高齢化が進み、後

こう

遺
い

症
しょう

による重い身
体障害がある人もいます。また、偏

へん

見
けん

や差別を恐れ、療
りょう

養
よう

所
しょ

の外で暮らすことに不安があり、安心して退所すること
ができない人が今も多くいます。

出典  厚生労働省「わたしたちにできること」

こんな差別がありました

　熊本県のある宿泊施設で、ハンセン病の元患者が「他の
お客様に不快感を与える可能性がある」という理由で宿泊
を拒否されました。元患者の病気は完治しており、他の人
にうつったり迷惑をかけたりすることはありません。正当
な理由もなく一方的に宿泊を拒否したことは、人

じん

権
けん

侵
しん

害
がい

に
あたります。
　不当な差別に対する憤

いきどお

りが全国へ波
は

紋
もん

を広げ、この宿泊
施設は廃

はい

業
ぎょう

することになりました。

隔離のために作られた壁（菊池恵楓園）

国の謝罪と人権回復への対応
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2001（平成13）年 5月25日

　「患者・元患者の方々の失われた時間も取り戻
すことができるものではありませんが、政府とし
ては、ハンセン病問題の解決に向けて全力を尽く
す決意であることを、ここで改めて表明いたしま
す。
　同時にハンセン病問題を解決していくために
は、政府の取組はもとより、国民一人ひとりが
この問題を真剣に受け止め、過去の歴史に目を
向け、将来に向けて努力をしていくことが必要で
す。」

　らい予防法が廃
はい

止
し

された後、ハンセン病国
こっ

家
か

賠
ばい

償
しょう

訴
そ

訟
しょう

が
起こりました。この裁判で原告団は、国のハンセン病対策
の歴史と責任を明らかにして、「ハンセン病問題の真相究
明」「患者・回復者の原状回復」「同種問題の再発防止」
を図りたいとしていました。そして熊本地裁は「強

きょう

制
せい

隔
かく

離
り

は違
い

憲
けん

」という判決を出しました。判決は、これまでの国
の対応がまちがっていたことを指摘するものでした。この
判決後、控

こう

訴
そ

断
だん

念
ねん

を求める世論が高まる中、「ハンセン病
問題の早期かつ全面的解決に向けての内

ない

閣
かく

総
そう

理
り

大
だい

臣
じん

談
だん

話
わ

」
が出され、政府が控

こう

訴
そ

断
だん

念
ねん

の方針を決定しました。


